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ストックオプション（新株予約権）の消滅ならびに特別利益の発生に関するお知らせ 

 

 

当社は、当社執行役員及び従業員に対してストックオプションとして発行した新株予約権について、

下記のとおり残存する新株予約権の保有者全員から、保有する新株予約権の全てを放棄する旨の申し出

を受けました。これにより、当該新株予約権は消滅し、これにともない特別利益が発生することとなり

ましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．消滅の対象となる新株予約権の内容 

  第５回新株予約権 

（１）取締役会決議日 平成 24年５月 15日 

（２）新株予約権の権利行使期間 平成 24年５月 16日から平成 26年５月 15日 

（３）新株予約権の割当対象者 当社執行役員及び従業員 

（４）新株予約権の権利行使価額 １個当たり 69,200 円 

（１株当たり 346 円） 

（５）発行した新株予約権の数 396 個（79,200 株） 

（６）消滅後の新株予約権の数 ０個（０株） 

 

２．新株予約権の消滅の理由 

   当社が発行いたしました上記新株予約権につきましては、権利行使価額が現在の株価を上回る状況

にあることから、当該新株予約権の保有者全員より権利放棄する旨の申し出がなされましたので、会

社法第287条に従い当該新株予約権のすべてが消滅するものであります。 

 

３．新株予約権の消滅日 

   平成 24 年 10 月 31 日 

 

４．今後の見通し 

   上記新株予約権の消滅により、平成25年６月期において、特別利益として新株予約権戻入益1,742

千円を計上いたします。 

 

以 上 


